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「木製防火雨戸」で京町家の保存活用を後押し！ 

建築基準法適用除外のための技術的基準の改正のお知らせについて 
 

京都市では，標準的な規模の京町家を対象に，建築基準法を適用除外する際の技術的基準

（建築審査会の包括同意基準※１。以下「包括同意基準」といいます。）を制定・運用し，景

観的，文化的価値を有する京町家等の歴史的建築物の保存活用を促進しています。 

京町家※２の多くは，外壁の開口部の延焼のおそれのある部分※３にアルミサッシ等の防火

設備※４が求められ，京町家の意匠を保存しながら活用することが困難となっています。こ

のため，本年度，京町家の意匠の保存・復原等が可能となるように，伝統的な形式である木

製雨戸を「木製防火雨戸」と捉え直し，燃焼実験によって延焼防止性能の検証を行ってまい

りました。 

この度，延焼防止性能が検証された木製防火雨戸を設けることで，京町家の伝統的な木製

建具を保存しながら活用できるように包括同意基準を改正しましたので，お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 包括同意基準とは，京都市長が建築基準法適用除外指定を行うに当たり，建築審査会の個別の審議を経ることなく

同意を得て処分を行うことが可能となる基準のことをいいます。 

※２ 京町家の９割は，防火地域又は準防火地域に存在しており，当該地域に存する建築物の外壁の開口部については，

アルミサッシ等の防火設備※４の設置が要求されます。 

※３ 延焼のおそれのある部分とは，建築物の周辺で火災が起きた場合に，建築物が火災の影響を受ける範囲のことで，

敷地境界線又は道路中心線から，１階にあっては３ｍ，２階以上にあっては５ｍの範囲と定められています。 

※４ 防火設備とは，建築物の周囲において発生する通常の火災における火炎を２０分間遮ることができる性能を有する

窓等のことで，国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。 
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《本事業は，宿泊税を活用しています。》 
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１ 建築基準法適用除外のための包括同意基準の拡充に向けた取組の概要 

⑴ 背景 

包括同意基準では，京町家の前面道路側を除く外壁の開口部（庭に面する窓等）につ

いて，道路に面する部分と比較し，視認性が低く，火災の覚知が遅れるおそれがあるた

め，防火設備を求めています。 

しかし，現在認められている認定仕様の防火設備では，京町家で通常使用される薄く

繊細な建具に比べて厚さが大きいなど，京町家の意匠形態に合わず，また，告示仕様の

防火設備については，防火雨戸の場合，せっこうボードや亜鉛鉄板を使う必要があるな

ど，木材のみで作ることができない，重くて操作性が低い等の課題がありました。 

そこで，本年度，京町家の意匠の保存・復原等が可能となるように，伝統的な形式で

ある木製雨戸を「木製防火雨戸」と捉え直し，燃焼実験によって延焼防止性能の検証を

行ってまいりました。 

⑵ 改正内容 

外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に，延焼防止性能※を有するものとして京都

市長が認めるものを設ける場合についても，包括同意基準の対象とする改正を行います。

これによって，京町家の伝統的な木製建具を保存しながら防火性能を高めることが可能

となります。 

また，京町家の多様な活用ニーズに応えるため，包括同意基準の対象用途に「事務所」

を追加する改正を行います。 

※ 建築物の周囲において発生する通常の火災における火炎を２０分間遮ることができる性能のことをいいます。 

＜京都市長が認める木製防火雨戸の主な仕様＞ 

規格 イメージ図 

開口部の高さ １,８２０ｍｍ以下 

 

框の厚さ   ３６ｍｍ以上 

 

鏡板の厚さ  ３０ｍｍ以上 

框

鏡板 面材

面材

枠

 

 

⑶ 施行日 平成３１年４月１日 

 

＜燃焼実験の様子＞ 

         
要素実験（４種類の面材の性能を検証）  実大実験（腰窓雨戸の性能を検証） 実大実験（掃き出し窓雨戸の性能を検証） 

戸袋 



 

２ 建築基準法適用除外のための包括同意基準の改正による効果 

改正前 改正後 

① 前面道路側の外壁の開口部は，既存木製建

具のガラスを防火ガラスとすることで，既存

の木製建具を保存することができる。 

変更なし 

② １階庭側の外壁の開口部は，防火塀を設置

することで，既存の木製建具を保存すること

ができる。 

変更なし 

③ ２階庭側の外壁の開口部は，アルミサッシ

等の防火設備※としなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ２階庭側の外壁の開口部に，木製の防火雨

戸※を設置することで，内側の既存の木製建

具を保存することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 告示仕様の防火設備としては，防火塗料を

塗布した木材を骨組とし，せっこうボードや

亜鉛鉄板を使う防火雨戸等も認められている

が，木材のみで作ることができない，重くて

操作性が低いなどの課題があった。 

※ 木製の防火雨戸であるため作りやすく，ま

た，京町家の意匠を保存しながら防火性を高

めることができる。 
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